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掛川市規則第１１号

掛川市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則をここに制定する。

平成２７年３月２３日

掛川市長

（別紙）
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掛川市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則

掛川市職員の給与に関する規則（平成17年掛川市規則第25号）の一部を次のように改正する。

第60条第１項中「占める職員」の次に「（第５項において「管理職員」という｡)」を加え、同条

第２項中「第29条第２項」を「第29条第３項第１号」に改め、同条第３項中「第29条第２項ただし

書」を「第29条第３項第１号」に改め、同条中第５項を第７項とし、第４項を第６項とし、第３項

の次に次の２項を加える。

４ 条例第29条第３項第２号の規則で定める額は、別表第11に掲げる区分に応じ、次の各号に掲げ

る額とする。

(1) １種 6,000円

(2) ２種 5,000円

(3) ３種 4,300円

(4) ４種 3,500円

(5) ５種 3,000円

(6) ６種 2,000円

５ 条例第29条第１項の勤務をした後、引き続いて同条第２項の勤務をした管理職員には、その引

き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

別表第２中
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「
１級 １ 事務員、医療事務員、技術員、司書又は学芸員の職務

２ 主事補、医療主事補又は技師補の職務

３ 保健師、看護師又は栄養士の職務

４ 幼児教育士の職務

５ 自動車運転手の職務

６ 技術員又は業務員の職務

７ 医療助手の職務

８ 給食員、調理師又は事務助手の職務

９ 消防副士長又は消防士の職務

２級 １ 主事、医療主事、技師、司書又は学芸員の職務

２ 社会福祉主事、社会教育主事又は統計主事の職務

３ 保健師、看護師又は栄養士の職務

４ 幼児教育士の職務

５ 自動車運転士の職務

６ 技術員又は業務員の職務

７ 医療助手の職務

８ 調理師又は事務助手の職務

９ 消防士長又は消防副士長の職務

３級 １ 主任の職務

２ 副主任の職務

３ 高度の知識又は経験を有する主事、医療主事、技師、司書又は学芸員

の 職務

４ 高度の知識又は経験を有する社会福祉主事、社会教育主事又は統計主

事 の職務

５ 高度の知識又は経験を有する保健師、看護師又は栄養士の職務

６ 高度の知識又は経験を有する幼児教育士の職務

７ 高度の知識又は経験を有する自動車運転士の職務

８ 高度の知識又は経験を有する技術員又は業務員の職務

９ 高度の知識又は経験を有する医療助手の職務

10 高度の知識又は経験を有する調理師又は事務助手の職務

11 高度の知識又は経験を有する消防士長又は消防副士長の職務

４級 １ 検査官の職務

２ 主査の職務

３ 指導主事の職務

４ 高度の知識又は経験を有する主任の職務

５級 １ 係長の職務

２ 園長の職務

３ 次席の職務

４ 高度の知識又は経験を有する検査官の職務

５ 高度の知識又は経験を有する主査の職務

６ 高度の知識又は経験を有する指導主事の職務
」

を
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「
１級 １ 事務員、医療事務員、技術員、司書又は学芸員の職務

２ 主事補、医療主事補又は技師補の職務

３ 保健師、看護師又は栄養士の職務

４ 幼児教育士の職務

５ 自動車運転手の職務

６ 技術員又は業務員の職務

７ 給食員、調理師又は事務助手の職務

８ 消防副士長又は消防士の職務

２級 １ 主事、医療主事、技師、司書又は学芸員の職務

２ 社会福祉主事、社会教育主事又は統計主事の職務

３ 保健師、看護師又は栄養士の職務

４ 幼児教育士の職務

５ 自動車運転士の職務

６ 技術員又は業務員の職務

７ 調理師又は事務助手の職務

８ 消防士長又は消防副士長の職務

３級 １ 主任の職務

２ 副主任の職務

３ 高度の知識又は経験を有する主事、医療主事、技師、司書又は学芸員

の 職務

４ 高度の知識又は経験を有する社会福祉主事、社会教育主事又は統計主

事 の職務

５ 高度の知識又は経験を有する保健師、看護師又は栄養士の職務

６ 高度の知識又は経験を有する幼児教育士の職務

７ 高度の知識又は経験を有する自動車運転士の職務

８ 高度の知識又は経験を有する技術員又は業務員の職務

９ 高度の知識又は経験を有する調理師又は事務助手の職務

10 高度の知識又は経験を有する消防士長又は消防副士長の職務

４級 １ 検査官の職務

２ 調整官の職務

３ 主査の職務

４ 指導主事の職務

５ 高度の知識又は経験を有する主任の職務

５級 １ 係長の職務

２ 園長の職務

３ 秘書官の職務

４ 次席の職務

５ 高度の知識又は経験を有する検査官の職務

６ 高度の知識又は経験を有する主査の職務

７ 高度の知識又は経験を有する指導主事の職務
」

に改める。

別表第８を次のように改める。
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別表第８（第12条関係）

昇 格 時 号 給 対 応 表

昇格した日の前日に 昇 格 後 の 号 給

受けていた号給 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級

１ １ １ １ １ １ １ １

２ １ １ １ １ １ １ １

３ １ １ １ １ １ １ １

４ １ １ １ １ １ １ １

５ １ １ １ １ １ １ １

６ １ １ １ １ １ １ １

７ １ １ １ １ １ １ １

８ １ １ １ １ １ １ １

９ １ １ １ １ １ １ １

10 １ １ １ ２ ２ １ １

11 １ １ １ ３ ３ １ １

12 １ １ １ ４ ４ １ １

13 １ １ １ ５ ５ １ １

14 １ １ １ ６ ６ ２ ２

15 １ １ １ ７ ７ ３ ３

16 １ １ １ ８ ８ ４ ４

17 １ １ １ ９ ９ ５ ５

18 １ ２ ２ 10 10 ６ ６

19 １ ３ ３ 11 11 ７ ７

20 １ ４ ４ 12 12 ８ ８

21 １ ５ ５ 13 13 ９ ９

22 １ ６ ６ 14 14 10 10

23 １ ７ ７ 15 15 11 11

24 １ ８ ８ 16 16 12 12

25 １ ９ ９ 17 17 13 13

26 １ 10 10 18 18 14 14

27 １ 11 11 19 19 15 15

28 １ 12 12 20 20 16 16

29 １ 13 13 21 21 17 17

30 １ 14 14 22 22 18 18

31 １ 15 15 23 23 19 19

32 １ 16 16 24 24 20 20

33 １ 17 17 25 25 21 21

34 ２ 18 18 26 26 21 22

35 ３ 19 19 27 27 22 23

36 ４ 20 20 28 28 22 24

37 ５ 21 21 29 29 23 25

38 ６ 22 22 30 30 23 25

39 ７ 23 23 31 31 24 26

40 ８ 24 24 32 32 24 26

41 ９ 25 25 33 33 25 27

42 10 26 26 34 34 25 27
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43 11 27 27 35 35 26 28

44 12 28 28 36 36 26 28

45 13 29 29 37 37 27 28

46 14 30 30 38 38 27 28

47 15 31 31 39 39 28 28

48 16 32 32 40 40 28 29

49 17 33 33 41 41 29 29

50 18 34 34 42 41 29 29

51 19 35 35 43 42 29 29

52 20 36 36 44 42 29 29

53 21 37 37 45 43 30 30

54 22 38 38 46 43 30 30

55 23 39 39 47 44 30 30

56 24 40 40 48 44 30 30

57 25 41 41 49 45 31 30

58 25 41 42 50 45 31 31

59 26 42 43 51 46 31 31

60 26 42 44 52 46 31 31

61 27 43 45 53 47 31 31

62 27 43 45 54 47 31

63 28 44 45 55 48 31

64 28 44 46 56 48 31

65 29 45 46 57 49 31

66 29 45 46 58 49 31

67 30 46 47 59 50 31

68 30 46 47 60 50 32

69 31 47 47 61 50 32

70 31 47 48 62 50 32

71 32 48 48 63 50 32

72 32 48 48 64 50 32

73 33 49 49 65 50 32

74 33 49 49 66 50 32

75 34 49 49 67 50 32

76 34 49 50 68 50 32

77 35 50 50 68 51 32

78 35 50 50 68 51 32

79 36 50 51 68 51 32

80 36 50 51 68 51 32

81 37 51 51 69 51 33

82 38 51 52 69 51 33

83 39 51 52 69 51 34

84 40 51 52 69 51 34

85 41 52 53 69 51 35

86 41 52 53 70 51 35

87 42 52 53 70 51 35

88 42 52 53 70 51 35

89 43 53 54 71 52 36
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90 43 53 54 72 52 36

91 44 53 54 73 52 36

92 44 53 54 74 52 36

93 45 53 55 75 53 37

94 54 55 54 37

95 54 55 55 37

96 54 55 56 37

97 54 56 57 38

98 54 56 58

99 55 56 59

100 55 56 60

101 55 57 61

102 55 57 62

103 55 58 63

104 56 58 64

105 56 59 65

106 56 59

107 56 60

108 56 60

109 57 61

110 57 61

111 57 62

112 57 62

113 57 63

附 則

この規則は、平成27年４月１日から施行する。


